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１９７３年７月４日生まれ横浜育ち　　血液型A型

発行元 横浜市立小山台小学校入学
大分県立大分舞鶴高校入学（１年次冬、転勤で横浜へ戻る）
神奈川県立大岡高校卒業
神奈川大学法学部法律学科卒業

TEL＆FAX ： ０４５－８９２－５１８７　 ２００２年１２月　派遣会社アシスト株式会社　退職

携帯電話 ： ０７０－６５１１－１２９５　 ２００３年４月　　横浜市会議員　初当選

若者政治家養成塾在籍（第1期生）

早寝・早起き・朝ごはん！
先日、横浜市教育委員会や文部科学省が子供達を対象に行なった学習・運動調査

この調査で改めて「早寝・早起き・朝ごはん」の大切さが実証されました！

蛇足になりますが、私も子供には「早寝・早起き・朝ごはん」を守らせたいと思います！

よりも学力・体力の低下が目立つようです。

睡眠をしっかりとり（７時間～９時間の睡眠・１０時間以上は逆効果になるようです）

朝早く起き（７時には起きる）、そしてしっかり朝ごはんを食べる！！！

この３つをしっかり守っている子供と守ってない子供では学力・体力にはっきりとし

た違い（３つを守っている子供の方がよい結果が出ています）が出ているようです。

〒247-0005　神奈川県横浜市栄区桂町６８８－４－６０１

趣味　：　サッカー、バスケットボール

ボランティア大募集！　TEL&FAX：045-892-5187
大桑と一緒になって、泣いたり、笑ったり、喜んだりしてくれる人を募集しています。

栄区から、しがらみのない政治を実現します！

３、私たち市民が政治に参加する流れをつくります（しがらみをなくす）。

大  桑
第４８号

１、選挙の前も選挙の後も駅前に立ち続け新聞を配り続けます（情報公開）。

２、大桑まさたかの政治活動資金を公開し続けます。

ま さ た か
栄区
さ か え く

から横浜
せ か い

を変
か

える！
 私たち市民が政治に参加する流れを作ります！

大　桑　正　貴（まさたか）
大 聞桑
第 ４８ 号（１１月号）

新

　　http://m-okuwa.net/

　　　　 （マメとグリはそれぞれの実家にいます）
家族　：　妻、子、マメ（猫）、グリ（犬）　　E-mail : m-okuwa@mvg.biglobe.ne.jp

「大桑正貴としがらみのない政治を実現する会」

の中で興味深い部分があったので、ここでご報告します。

また、１日３時間以上テレビ（ゲームも含む）を見る子供は、１日３時間未満の子供

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JR大船駅・JR本郷台駅・JR港南台駅いずれかの駅で配布しております。

無所属

市会議員４年目
よろしくお願いします！

JR大船駅・本郷台駅・港南台駅のいずれかで！

討議資料

公　約



大桑新聞ではみなさまとともに、
栄区について考えていきたいと思っております。 FAX：０４５－８９２－５１８７

度からのようですが）から始まった鎌倉街道の鍛冶ヶ谷地区（港南区港南台９丁

共」となっております(中田市長の基調講演もあります）。

１１月は本会議はありませんが、視察や委員会が多く開催される予定です。

予定です。関内にお越しの際には市役所にお寄り頂ければと思います。

近況報告

しかし、近郊緑地保全区域のままでは緑を守ることは出来ません。建築物等を

と鎌倉市岩瀬地区の緑地が首都圏に残る貴重な緑地であると認められ、近郊

緑地保全区域に指定される準備が進められています。

この近郊緑地保全区域に指定されると、建築物等の新改築・土地の形質変更・

‐８９４‐８３３５）まで電話をして頂ければと思います。

平成１７年度の決算特別委員会が１０月２４日（火）に終わりました。

書籍代等

２２，９５５円

９月分の収支報告（収入は政務調査費５５万円/毎月）

９，０５０円

　　平成１８年度９月現在の政務調査費累計残高は　１２０，４３０円です。

大桑新聞印刷代等

今回の使用金の内訳

道路使用料（９月分）

勉強会代等

１１６，３００円

３２，０４７円

交通費

大 桑 新 聞

４４４，０４０円です。
４，０００円

通信費 １１４，５５４円

９月の支出合計は

郵便代 新聞代

に終了したことにより、鎌倉街道の全線が開通しました。

昭和６３年度（設計や用地交渉から始まり、実際に工事が始まったのは平成４年

目～栄区鍛冶ヶ谷１丁目の９４０ｍ）の４車線化の工事が平成１８年１０月６日（金）

鎌倉街道全線開通！

フォーラムが開催されます（開場は１７時３０分からとなっています）。

等で、お気付きの点があればお教え頂ければと思います。よろしくお願いします。

最近出来た鍛冶ヶ谷交差点なども含め、鎌倉街道ご利用の際には、特に安全面

横浜シティーフォーラム（南部方面）
１１月１４日（火）の１８時３０分～２０時３０分の予定で栄公会堂で横浜シティー

建てさせず緑を守るためには「近郊緑地保全区域」を「近郊緑地特別保全地区」

木竹の伐採等をする場合に市長に届出をする必要が出てきます。

緑地の保全！
この度、国の都市再生プロジェクトにより、栄区公田町の鎌倉市に隣接する地区

最後になりますが、この横浜シティーフォーラムのテーマは地域から築く「新しい公

また、１１月は栄区制２０周年を記念しての式典や栄区民祭りがあります。

皆様の参加なしに成功はありえませんので、是非、参加して頂ければと思います。

最後になりますが、平成１８年第４回定例会（本会議）は１２月８日（金）から始まる

参加をご希望される方は定員等もありますので、一度、栄区役所広報相談係（０４５

にする必要があります。近郊緑地保全区域の指定はその第１歩になります。

ちなみに、横浜市は緑地取得のために、平成１５年度は約２４億４，４５４万円を、

平成１６年度は約４４億７，１２９万円を、平成１７年度は約３６億１，９９９億円を

使っています。

事務所費等

文具費等

１，７００円 ６，７７４円

１２９，４５０円 ７，２１０円


